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羽幌町各会計決算特別委員会会議録 

 

〇議事日程（第１号） 

令和５年９月１４日（木曜日） 午後 ２時００分開会 

 

第 １ 認定第 １号 令和４年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について      

第 ２ 認定第 ２号 令和４年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定に 

           ついて                           

第 ３ 認定第 ３号 令和４年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ 

           いて                            

第 ４ 認定第 ４号 令和４年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ５ 認定第 ５号 令和４年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 

第 ６ 認定第 ６号 令和４年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ７ 認定第 ７号 令和４年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

           て                             

第 ８ 認定第 ８号 令和４年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について  

 

〇出席委員（１１名） 

    １番 佐 藤   満 君      ２番 金 木 直 文 君 

    ３番 阿 部 和 也 君      ４番 逢 坂 照 雄 君 

    ５番 村 上 雄 也 君      ６番 小 寺 光 一 君 

    ７番 磯 野   直 君      ８番 舟 見 俊 明 君 

    ９番 工 藤 正 幸 君     １０番 平 山 美知子 君 

   １１番 村 田 定 人 君                   

 

〇欠席委員（０名） 

 

〇地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した人 

     町     長    森     淳 君                

     副 町 長    三 浦 義 之 君                

     教 育 長    濱 野   孝 君                

     監 査 委 員    熊 木 良 美 君                

     会 計 管 理 者    豊 島 明 彦 君                

     総 務 課 長    敦 賀 哲 也 君                
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     総 務 課 主 幹    木 村 謙 彦 君                

     総務課総務係長    逢 坂 信 吾 君                

     総務課職員係長    宇 野 延 仁 君                
 
     総 務 課                             
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                道 端 篤 志 君                
     推 進 室                             
                                         
     電算管理係長                             
 
     地域振興課長    清 水 聡 志 君                
 
     地 域 振 興 課                             
                                山 田 太 志 君                
     政策推進係長                             
 
     財 務 課 長    大 平 良 治 君                

     財 務 課 主 幹    熊 谷 裕 治 君                

     財務課経理係長    高 橋   司 君                

     財務課税務係長    近 藤 優 樹 君                

     町 民 課 長    宮 崎 寧 大 君                
 
     町 民 課                             
                越 谷 弘 和 君                
     総合受付係長                             
 
 
     町 民 課                             
                更 科 信 輔 君                
     住 宅 係 長                             
 
 
     町 民 課                             
                原 田 育 世 君                
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     町 民 課                             
                高 野 正 晃 君                
     環境衛生係長                             
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                石郷岡 卓 哉 君                
     環境衛生係主査                             
 
     福 祉 課 長    高 橋   伸 君                
 
     福  祉  課                             
                藤 井 延 佳 君                
     社会福祉係長                             
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                木 村 康 治 君                
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     センター室長                             
 
 
     健 康 支 援 課                             
                山 川 恵 生 君                
     介護保険係長                             
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                土清水   彬 君                
     保 健 係 長                             
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                廣 谷 将 大 君                
     商工労働係長                             
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〇職務のため出席した事務局職員 
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     議会事務局長    渡 辺 博 樹 君                

     総 務 係 長    嶋 元 貴 史 君                

     書 記    逢 坂 信 吾 君                
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    ◎委員長挨拶 

〇小寺委員長 開会前に一言挨拶申し上げます。 

 先ほど本会議において本委員会が設置され、委員長に私が、副委員長に工藤委員が指名

を受けました。委員会運営及び進行には不慣れな点もあるかと思いますが、慎重審議がな

されますよう委員の皆様にはご理解とご協力をお願いいたします。 

 さて、決算の意義と考え方について理事者並びに委員の皆様は十分に理解されていると

は思います。改めて決算審査の重要性を再確認していただきたいと思います。執行済みだ

から、前町長の予算決算だから、予算に加わっていないから質疑をしても変わらないとい

う方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし、継続性のある行政運営において議会

が決定した予算が適正に執行されたかどうか審査するとともに、各種資料に基づいてその

行政効果や経済効果、町民の満足度等も測定し、住民に代わって効果を評価する極めて重

要な意味があると思います。また、審査の結果や質疑によっては、次年度の予算編成や行

政執行に生かされていくべきであるとも思います。税金の使い道、各種事業を決める予算

の審議が重要とされる傾向にはありますが、１年間でその使われた結果を予算に照らし、

検討し、以後行財政運営の改善に役立てる決算審査は重要な意義があると思います。決算

審査は次年度の予算審査に大きく影響するべきとも考えております。各委員におかれまし

ては、町民の代表としてそれぞれの経験と知見、また町民からの意見や評価を代弁する機

会でもあります。多くの建設的な質疑を通して今後の町行政に対して例年以上に働きかけ

を強くし、活発な委員会になればと願っております。 

 各委員並びに理事者側におかれましては、簡潔な質疑、また丁寧な答弁をお願いいたし

ます。本委員会の円滑な進行にご協力いただけますよう重ねてお願い申し上げ、開会の挨

拶といたします。 

 

    ◎開会の宣告 

〇小寺委員長 ただいまから羽幌町各会計決算特別委員会を開会いたします。 

 本日の欠席並びに遅刻届はありません。 

 

（開会 午後 ２時０３分） 

 

    ◎開議の宣告 

〇小寺委員長 これから本日の会議を開きます。 

 

    ◎認定第１号～認定第８号 

〇小寺委員長 本委員会に付託された認定第１号 令和４年度羽幌町一般会計歳入歳出決

算認定について、認定第２号 令和４年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定について、認定第３号 令和４年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定
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について、認定第４号 令和４年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定第５号 令和４年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定

第６号 令和４年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第７号 

令和４年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定第８号 令和４

年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、以上８件を一括議題といたしま

す。 

 次に、審査の方法についてお諮りします。本委員会は、計数の照合審査など監査委員の

審査と重複することを避け、適正な執行状況並びに行財政効果等について綿密に審査をす

べきであり、監査委員の審査報告を信頼し、問題となる経理がない限り監査意見書に基づ

いて審査を進めたいと思います。 

 なお、審査に当たっては証拠書類の検閲が必要となった場合、地方自治法第９８条の検

査権あるいは同法第１００条の調査権の特別委員会への委任についての議決がなければ、

証拠書類の提出を求めることができないという行政実例があります。したがって、本委員

会では、同法第９８条の検査権等の委任に基づく行使によらず、まず決算書に対する監査

委員の審査意見について報告を求め、その後財務課長から決算認定資料に対する説明、続

いて上下水道課長から水道事業決算報告書の内容説明を受けた後、理事者側に対する質疑

を行う方法で審査を進めていきたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま申し上げましたとおり審査をすることに決定しました。 

 それでは、代表監査委員から決算審査意見書の説明を求めます。 

 代表監査委員、熊木良美君。 

〇熊木代表監査委員 ただいま議題となりました令和４年度羽幌町一般会計及び特別会計

歳入歳出決算並びに基金運用状況審査意見書の内容についてご説明を申し上げます。 

 審査の意見は、逢坂監査委員との合議に基づくものでございます。 

 次のページをお開きください。第１、審査の対象は、令和４年度一般会計と６つの特別

会計、合わせて７会計でございます。第２、審査の期間でありますが、令和５年８月１日

から同年８月２５日の期間であります。第３、審査の方法及び範囲についてでありますが、

令和４年度一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する

調書、財産に関する調書等について、関係法令に準拠して調製されているか、予算は適正

に執行されているか、計数が証拠書類に符合しているか、財政運営は健全かなどに主眼を

置き、必要に応じて関係職員からの説明を聴取するなどの方法により審査を実施したとこ

ろでございます。なお、現金、預金残高並びに証拠書類等の確認につきましては、定期監

査及び例月出納検査の結果を踏まえて審査を行いました。第４、審査の結果でございます

が、審査に付された一般会計及び各特別会計歳入歳出決算書及び附属書類等は関係法令で

定める様式に基づき作成されており、それぞれの内容を精査した結果、その計数はいずれ
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も正確であり、財務に関する事務の執行につきましても適正に処理されたものと認められ

ました。 

 ２ページをお開き願います。一般会計及び特別会計の決算総括表であります。合計欄で

申し上げますと、予算現額は９８億２，８３４万１，０００円で、歳入決算額は９７億２，

５６８万７，２１９円、執行率は９９．０％であります。これに対しまして、歳出決算額

は９４億４，３１３万４，０５７円、執行率は９６．１％で、歳入歳出差引額２億８，２

５５万３，１６２円となっております。一般会計では、剰余金２億３，３９７万５，７２

８円のうち１億５，０００万円を地方自治法第２３３条の２の規定により直接羽幌町減債

基金に繰入れし、残りの８，３９７万５，７２８円は翌年度に繰越ししております。また、

各特別会計の剰余金につきましては、いずれも翌年度へ繰越しをしております。 

 ３ページを御覧願います。最初に、一般会計について申し上げます。１の概要でありま

すが、一般会計の決算収支状況は第１表のとおりであります。歳入総額７１億９，７３１

万５，０００円から歳出総額６９億６，３３３万９，０００円を差し引いた形式収支は２

億３，３９７万６，０００円であり、この額から翌年度へ繰り越すべき財源となる繰越明

許費充当額２６７万５，０００円及び事故繰越充当額４１４万円を差し引いた実質収支額

は２億２，７１６万１，０００円の黒字決算となっております。また、当年度の実質収支

額から前年度の実質収支額を差し引いた単年度収支額は３，４８７万４，０００円の黒字

となっております。 

 ４ページをお開き願います。２の歳入についてであります。歳入の決算状況は第２表の

とおりであり、調定額７２億４，７３９万円に対し、収入済額７１億９，７３１万５，０

００円、収入率９９．３％、執行率９９．３％となっております。前年度と比較すると、

収入済額は１億３，０６５万５，０００円、１．８％減少しておりますが、収入率につき

ましては０．８ポイント、執行率は２．４ポイント増加しております。不納欠損額は８７

５万２，０００円で、全て町税となっており、前年度と比較し、８７０万円の大幅な増加

でありますが、主な要因は法人及び団体の消滅案件処理によるものであります。なお、不

納欠損額及び収入未済額の内訳は、決算認定資料の２３ページから２４ページに記載され

ております。 

 次に、５ページを御覧願います。３、歳入決算構成であります。決算認定資料１２ペー

ジの記載内容に基づき、普通会計ベースで一般財源と特定財源及び自主財源と依存財源に

分類しますと、第３表及び第４表のとおりであります。第３表では、決算額に占める一般

財源は４４億６，２７８万３，０００円で、前年に比較しますと、７，３９８万７，００

０円、１．６％の減となっております。また、特定財源は２７億３，４５３万２，０００

円で、５，６６６万８，０００円、２．０％減少しております。構成比では、一般財源６

２．０％、特定財源３８．０％となっており、前年度に比較し、一般財源が０．１ポイン

ト増加しております。 

 次に、第４表であります。自主財源は１６億３，０９３万１，０００円で、前年度と比
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較すると１億３０４万３，０００円、６．７％増加しております。また、依存財源は５５

億６，６３８万４，０００円で、２億３，３６９万８，０００円、４．０％減少しており

ます。構成比率では、自主財源２２．７％、依存財源７７．３％となっており、前年度に

比較し、自主財源が１．８ポイント増加しております。 

 ６ページをお開き願います。４の歳出でありますが、歳出の決算状況は第５表のとおり

であります。予算現額７２億４，９００万４，０００円に対し、歳出済額は６９億６，３

３３万９，０００円で、翌年度へ繰り越す１，４９２万円を差し引くと不用額は２億７，

０７４万５，０００円となり、予算の執行率は９６．１％となっております。前年度と比

較して歳出済額で１億６，６２３万８，０００円、２．３％減少し、予算執行率は１．９

ポイント増加しております。また、同比較として翌年度繰越額は４，５９７万８，０００

円、７５．５％、不用額は１億４６２万６，０００円、２７．９％減少しております。不

用額の予算現額に対する割合は１．３ポイント減少しております。なお、翌年度繰越しと

なる事業は、２７ページ、令和５年度への繰越明許費予算に記載の事業であります。 

 次に、第５表下段の説明事項につきましては、７ページでご説明申し上げます。７ペー

ジを御覧願います。款別の歳出決算状況は第６表のとおりでありますが、表の一番右欄に

記載されている主な増減内訳についてご説明をいたします。初めに、総務費では１億３，

７３６万６，０００円、１８．７％の減でありますが、減となった主なものは、光ファイ

バー整備事業負担金８，８７３万８，０００円などによるものであります。次に、民生費

では１億５，０３４万３，０００円、１０．７％の減となっております。主なものは、住

民税非課税世帯臨時特別給付金８，３４０万円、子育て世帯への臨時特別給付金、先行及

び追加の給付合わせて７，８２５万円の減などであります。衛生費では、１億４，１５６

万７，０００円、２５．１％の増であります。これは、主として羽幌町外２町村衛生施設

組合負担金１億８，４３３万６，０００円の増などであります。農林水産業費では、２億

８，２５０万２，０００円、４７．６％の減でありますが、これは主に農山漁村活性化整

備対策事業補助金３億６８３万６，０００円などの減によるものであります。教育費では、

２億４，１１８万３，０００円、５６．８％の増であります。これは、主として総合体育

館改修工事請負費投資的経費分１億１，９４０万２，０００円、スポーツ公園陸上競技場

改修工事請負費１億１，６０７万２，０００円などの増によるものであります。 

 ８ページをお開き願います。５、歳出決算構成であります。決算認定資料の１２ページ

から１３ページの記載内容に基づき歳出決算額を性質別に区分すると、第７表のとおりで

あります。決算額に占める義務的経費は２４億４，８００万８，０００円で、前年度に比

較し、扶助費、公債費の減により９，８１８万１，０００円、３．９％減少しております。

また、投資的経費では６億７，４１６万６，０００円で、前年度に比較し、２億３，６２

３万４，０００円、２５．９％減少しております。構成比率では、義務的経費３５．１％、

投資的経費９．７％となっており、前年度と比較し、義務的経費が０．６ポイント、投資

的経費が３．１ポイント減少しております。 
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 ９ページを御覧願います。６の財政指標であります。普通会計における財政力の動向、

財政構造の弾力性を判断する主要財務比率の年度別推移は次表のとおりであります。ア、

財政力指数は、財政上の能力を示す指数で、指数が１に近いほど財政力が強いとされてお

り、本年度は０．２０１で前年度より微減しております。次のイ、経常収支比率は、財政

構造の弾力性を示す指標で、比率が高いほど財政の硬直化が進んでおり、通常７５％程度

に収まることが妥当と考えられております。本年度は８１．４％で、前年度より２．４ポ

イント減となっております。次のウ、ラスパイレス指数は、一般行政職について地方公務

員と国家公務員の平均給与月額を比較し、国家公務員の給与を１００とした場合の地方公

務員の給与水準を示したもので、本年度は９５．０で前年度より０．３ポイントと増とな

っております。 

 １０ページをお開き願います。７、財産に関する調書であります。令和４年度における

財産の増減高及び現在高は次表に掲げるとおりでありますが、御覧いただくことにより、

説明は省略させていただきます。 

 １２ページをお開き願います。特別会計について申し上げます。最初に、国民健康保険

事業特別会計についてであります。概要は記載のとおりであります。歳入総額から歳出総

額を差し引いた額及び実質収支額とも６万２，０００円の黒字決算となっております。 

 次に、２の歳入ですが、自主財源である保険税の収入状況は次のページの第２表のとお

りであります。調定額１億８，２６８万７，０００円に対し、収入済額は１億６，８９６

万１，０００円、収入率９２．５％、執行率９９．０％となっております。前年度と比較

しますと、収入済額は３４２万５，０００円、２．０％減少し、収入率においては現年度

分で０．３ポイントの減、滞納繰越分では１．２ポイントの増となっておりますが、総体

で０．２ポイント減少しております。不納欠損額、収入未済額につきましては記載のとお

りであります。今後とも健全な事業運営に向け、収入率の向上に一層努められるよう所望

いたすものであります。 

 ３の歳出につきましては、８億８，９２７万４，０００円で、昨年と比較すると７８５

万５，０００円、０．９％増加しております。 

 １４ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計について申し上げます。決算収

支状況は第１表のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収

支額とも２７万３，０００円の黒字決算となっております。以下、内容の説明については

省略させていただきます。 

 １６ページをお開き願います。介護保険事業特別会計について申し上げます。決算の状

況は第１表のとおりでありますが、保険事業勘定及び介護サービス事業勘定を合わせた歳

入総額から歳出総額を差し引いた額及び実質収支額とも４，７９４万３，０００円の黒字

決算となっております。 

 １７ページを御覧願います。２の歳入及び歳出であります。昨年度と比較し、歳出総額

で７７０万円の減となっております。 
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 １８ページをお開き願います。下水道事業特別会計について申し上げます。概要は記載

のとおりであります。歳入総額から歳出総額を差し引いた形式収支額は、繰越明許費２万

４，０００円を含めた額として１９万５，０００円及び実質収支額１７万１，０００円と

も黒字決算となっております。以下、説明は省略させていただきます。 

 １９ページを御覧願います。２の歳入及び歳出でありますが、款別歳入歳出決算状況は

第２表のとおりであります。水洗化の普及状況は、接続可能区域内人口５，３３８人に対

し、既接続人口は３，９２２人で、水洗化率は前年度に比較して０．２ポイント上昇し、

７３．５％となっております。 

 次に、２０ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計について申し上げます。決

算収支状況は第１表のとおりでありますが、歳入総額から歳出総額を差し引いた額及び実

質収支額とも１０万４，０００円の黒字決算となっております。ページ中ほどに記載の年

間配水量等について申し上げますと、年間配水量は６万５，２２７立方メートル、有収水

量は３万２，０５３立方メートルで、有収率は前年度に比較し１．５ポイント減少し、４

９．１％となっております。今後とも施設の維持管理を徹底されるとともに、有収率の向

上に一層努力されるよう期待するものであります。 

 ２１ページを御覧願います。２の歳入及び歳出であります。第２表の説明を省略いたし

まして、下段の水道使用料の地区別収納状況でありますが、天売、焼尻２地区の収納状況

は、調定額１，５５４万３，０００円に対し、収入済額１，５３５万３，０００円で、収

入率９８．８％となっております。前年度と比較すると、収入済額は３０万９，０００円、

２．１％増加しており、収入率も０．６ポイント上昇しております。 

 ２２ページをお開き願います。港湾上屋事業特別会計について申し上げます。決算収支

状況は第１表のとおりであります。歳入総額及び歳出総額は１，６３３万４，０００円の

同額であり、差引き額及び実質収支額ともゼロ円の決算となっております。決算収支状況

を前年度と比較すると、歳入、歳出とも４３万４，０００円、２．７％それぞれ増加して

おります。以下、内容は省略させていただきます。 

 ２４ページをお開き願います。各基金の決算状況であります。各基金は設置目的に沿っ

て適正に処理されており、基金別決算状況は次表に掲げるとおりであります。年度末現在

高の合計額は、１９基金で３５億６，４６４万２，０００円であります。前年度に比較し

２億２，１８４万７，０００円増加しております。各基金額及び増減内訳は記載のとおり

であります。 

 ２５ページをお開き願います。不納欠損処分の事由別状況について申し上げます。一般

会計及び国民健康保険事業、介護保険事業、下水道事業の各特別会計における不納欠損処

分の事由別状況は次表に掲げるとおりであり、適法に処理されております。不納欠損額は、

関係法令の定めるところにより、消滅時効などの成立にて処理されたものであります。一

般会計では税で２８件、８７５万２，４６５円、国民健康保険料５件、３４万６，９１１

円、介護保険料１件、６万７，５００円、下水道使用料４件、１万４４０円、合計３８件、
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９１７万７，３１６円となっております。決算認定資料の２６ページから２７ページに記

載されております。 

 ２６ページをお開き願います。繰越明許費事業調であります。記載内容は、令和４年開

会の第５回定例会及び令和５年開会の第４回定例会において議決された案件のことから、

説明は省略させていただきます。 

 ２８ページをお開き願います。令和４年度羽幌町定額基金運用状況審査意見書の内容に

ついて説明申し上げます。審査の対象は、羽幌町奨学基金及び羽幌町中小企業経営安定支

援基金であります。審査の期日は、令和５年８月１８日であります。審査の方法は、地方

自治法第２４１条第５項の規定により、審査に付された基金運用状況調書について、各関

係諸帳簿、証書類等の確認を行ったものであります。審査の結果でありますが、基金運用

状況調書は関係書類と符合しており、適正に処理されていることが認められました。 

 ２９ページを御覧願います。基金運用状況調書であります。羽幌町奨学基金であります

が、中ほどにあります本年度運用状況では、貸付金返済金額は７名で１０３万９，０００

円、貸付金額は４名で８８万円となっております。本年度末現在高は、預金で１，１６４

万１，０００円、貸付金額は９名で３０７万９，０００円、合計で前年度末現在高と同じ

く１，４７２万円となっております。なお、羽幌町中小企業経営安定支援基金につきまし

ては令和４年度の貸付事案が皆無のことから、説明は省略させていただきます。 

 以上で一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算並びに定額基金運用状況についての決算

審査の内容とさせていただきます。よろしくお願いを申し上げます。 

 引き続き、令和４年度羽幌町水道事業会計決算審査意見書の内容についてご説明を申し

上げます。 

 本審査の意見につきましても、逢坂監査委員との合議によるものであります。 

 次の１ページをお開き願います。第１、審査の概要でありますが、１、審査の対象は、

次の（１）から（７）まで記載のとおりであります。２、審査の期間は、令和５年６月１

日から６月９日までであります。３、審査の方法としまして、決算審査に当たっては、決

算報告書、財務諸表、事業報告書、附属書類等に基づき計数の照合など、事業が経済性を

発揮し、公共の福祉を増進するよう運営されているかに重点を置き審査するとともに、必

要に応じて関係職員から説明を受けて審査の参考といたしました。 

 第２、審査の結果でございますが、１、決算諸表について、審査に付された決算報告書

及び財務諸表等は、関係法令に準拠して作成されており、それぞれの内容を精査した結果、

その計数は正確であり、事業の経営成績及び財政状況を適正に表示しているものと認めら

れました。 

 ２ページをお開き願います。２、経営状況について、（１）、経営成績でありますが、

当年度は税抜き決算で総収益２億１，２７２万７，０００円に対し、総費用は１億８，８

２１万５，０００円となっており、差引き２，４５１万２，０００円、当年度の純利益で、

前年度と比較しますと２９１万１，０００円、１０．６％の減となっております。事業の
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経営内容を把握するため、当該比率を全国平均値、以下平均値という、と比較すると、次

のとおりであります。最初に、アの財務比率についてでありますが、事業の財政状態の短

期流動性、長期健全性の良否を表す比率は、次の表のとおりであります。（ア）、流動比

率は平均を上回っており、短期債務に対する支払い能力は依然良好であると見ることがで

きます。（イ）、自己資本構成比率も前年度より２．２ポイント増加し、今年度も平均値

を上回っております。これは、組入資本の増によるものであります。（ウ）、固定資産対

長期資本比率も前年度より０．３ポイント増加しておりますが、平均値を下回っておりま

す。比率は１００％以下であることが望ましく、良好に推移しているものと思われます。 

 ３ページを御覧願います。次に、イの収益性に関する比率でありますが、比率が高いほ

どその収益性が高いことを表しております。全ての比率において平均値を上回っておりま

す。特に営業収支比率は１１６．３％と平均値を大きく上回っております。 

 次に、ウの施設利用率であります。施設の利用状況の良否を総合的に表示する施設利用

率は、１日平均配水量の減により前年度より１．８ポイント減少していますが、平均値を

上回っております。また、有収率は昨年度と比較し０．３ポイント減少しております。こ

れは、有収水量の減によるものであります。今年度も平均値を８．７ポイント下回ってい

る状況でありますことから、さらなる改善を望むものであります。 

 ４ページをお開き願います。次に、エの労働生産性では、職員１人当たりの給水人口、

有収水量、営業収益は、労働生産性を端的に表すものであります。全てにおいて平均値を

上回っている状況にあります。 

 次に、オの料金に関する比較ですが、有収水量１立方メートル当たりの供給単価は３１

３．８円、給水原価は２８７．１円となっており、差引き２６．７円の供給益が生じてお

ります。回収率は１０９．３％と平均値を上回っておりますが、前年度と比較すると１．

４ポイント減少しております。 

 ５ページを御覧願います。（２）のむすびでありますが、将来に向け安定した給水確保

と水道施設の延命を図るため、量水器取替や老朽化した配水管布設替など計画的な補修等

の事業を行い、主要施設の整備を進めているも、まだ有収率が全国平均を下回っている状

況から、状況の把握と原因の究明にさらに努められるよう望むところであります。経営状

況の中でも触れていますが、今年度も事業運営の柱となる給水収益が減少となっておりま

す。将来的にも人口の減少などにより大幅な増加が見込めないことから、今後とも効率的

な事業運営と経費の縮減等、経営の健全化を図るとともに、安全で安心できる良質な水道

水の供給に取り組まれるよう望むものであります。なお、給水未収金は５５１万４，００

０円であり、前年度と比較し、６４万６，０００円、１３．３％増加しております。引き

続き未収金の解消に努められるよう要望します。 

 次の（３）、決算審査資料の第１表は、業務実績を前年度と比較し、表したものでござ

います。御覧をいただきまして、説明は省略いたします。 

 ６ページをお開き願います。第２表、決算額比較表であります。収益的収支であります
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が、令和４年度消費税差引き後の決算額の下段にあります収支差引額のとおり、純利益は

２，４５１万２，２０８円となっております。次に、資本的収支、下段の収支差引額８，

３９７万６，５６５円の不足額は、建設改良費分は損益勘定留保資金等から、また企業債

償還金分は減債積立金により補填をしております。 

 ７ページを御覧願います。第３表、比較損益計算書であります。当年度中に得ました利

益と費用を表したものでありますが、第２表で申し上げましたとおり、４年度の純損益は

下段に記載の２，４５１万２，２０８円となっております。 

 ８ページをお開き願います。第４表は、財産、財政状態を総括的に表した比較貸借対照

表であります。左側の資産の部の下段の合計額は２０億２，９８１万８，８３０円であり

ますが、前年度に比較し、３，７１４万３，８１７円、１．８％の減となっております。

次に、右側の負債・資本の部につきましては固定負債で、企業債５，９５７万１，３２６

円の減額が大きな要因となっております。 

 以上で水道事業会計審査意見書の内容説明とさせていただきます。よろしくお願いを申

し上げます。 

〇小寺委員長 次に、財務課長から決算認定資料の内容説明を求めます。 

 財務課長、大平良治君。 

〇大平財務課長 それでは、私から決算書に基づきまして説明をさせていただきます。 

 決算書の一番後ろのほうの黄色の紙をお開き願いたいと思います。令和４年度羽幌町各

会計決算認定資料となっております。１枚めくっていただくと目次になりますけれども、

これもめくっていただいて１ページを御覧願います。第１表、令和４年度羽幌町各会計別

決算総括表でありますが、港湾上屋事業特別会計につきましては歳入歳出差引きゼロとな

っておりますが、一般会計及び他の特別会計につきましてはそれぞれ剰余金が発生し、翌

年度へ繰越ししております。なお、一般会計につきましては、剰余金のうち１億５，００

０万円を地方自治法第２３３条の２の規定により翌年度へ繰り越さず、直接減債基金へ繰

入れしております。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 ２ページをお開き願います。第２表、決算の状況に関する調、一般会計でありますが、

令和４年度の歳入総額、Ａ欄では７１億９，７３１万５，０００円、歳出総額、Ｂ欄では

６９億６，３３３万９，０００円、歳入歳出差引額、Ｃ欄では２億３，３９７万６，００

０円となり、これが剰余額となります。区分欄で、翌年度に繰り越すべき財源と縦書きで

記載しておりますが、令和４年度の繰越明許費、Ｅ欄、２６７万５，０００円及び事故繰

越額、Ｆ欄、４１４万円はそれぞれ翌年度へ明許繰越し及び事故繰越しを行った額であり、

実質収支、Ｊ欄は繰越明許費及び事故繰越額の合計額を剰余額から差し引いた額となり、

２億２，７１６万１，０００円となります。次の財政再建債等未償還元金はございません

ので、Ｏ欄も同額となります。このように２億２，７１６万１，０００円の黒字決算とな

っておりますが、前年度からの黒字分も含んでおりますので、それを除いた単年度収支、

Ｐ欄は３，４８７万４，０００円の黒字となるものであります。また、４年度中の黒字要
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素となる財政調整基金への積立金、Ｑ欄の２，０００円を加えた一番下の数値、実質単年

度収支、Ｔ欄は３，４８７万６，０００円の黒字となるものであります。 

 次に、３ページの第３表、一般会計款別決算額比較表の歳入につきましては町長からの

説明をもちまして省略をさせていただきます。 

 次に、４ページ、一般会計の歳出でありますが、監査委員から審査意見がございました

ので、説明は省略をさせていただきます。 

 次に、５ページ、国民健康保険事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度対比約７

８５万５，０００円の増は、医療費の増加に伴う２款保険給付費の増加が主なものであり

ます。 

 ６ページをお開き願います。後期高齢者医療特別会計でありますが、歳出合計で前年度

対比約３３８万１，０００円の増は、療養給付費等に要する費用が増加したことに伴う２

款後期高齢者医療広域連合納付金の増加が主なものであります。 

 次に、７ページ、介護保険事業特別会計の保険事業勘定でありますが、歳出合計で前年

度対比約３，７４４万９，０００円の増は、前年度決算剰余金の増加に伴う５款基金積立

金の増加が主なものであります。 

 ８ページをお開き願います。介護サービス事業勘定でありますが、歳出合計で前年度対

比約３，８２２万円の減は、借入金の一部償還完了に伴う３款公債費の減少が主なもので

あります。 

 次に、９ページ、下水道事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度対比約５３９万

円の減は、配置職員の変更や光熱水費の高騰などにより１款総務費が増加したものの、曝

気装置電気計装設備等更新工事の繰越しに伴う２款事業費の減少や借入金の一部償還完了

に伴う３款公債費の減少によるものであります。 

 １０ページをお開き願います。簡易水道事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度

対比約５８万３，０００円の減は、和浦取水井調査清掃業務等の完了に伴う１款簡易水道

費の減少が主なものであります。 

 次に、１１ページ、港湾上屋事業特別会計でありますが、歳出合計で前年度対比約４３

万４，０００円の増は、１款港湾施設費で各旅客上屋の修繕料の増加が主なものでありま

す。 

 １２ページをお開き願います。第４表、経常収支等の状況に関する調でありますが、左

側の表、１、収入の状況では、決算額において、その収入が臨時的なものなのか、経常的

なものなのか、またその使途が特定されているのか、特定されていない一般財源なのかを

表しております。次に、右側の表、２、支出の状況では、性質別区分の決算額、Ａ欄のう

ち経常的な支出額、Ｃ欄に対して一般財源がどれだけ充当されているのかを表しておりま

す。これらの結果を基に算定した経常収支比率を含め、関係数値につきましては右側の下

段、３、各種指標に記載しておりますので、御覧をいただき、説明は省略をさせていただ

きます。 
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 次に、１３ページの第５表、款別性質別決算額調でありますが、普通会計の決算額を款

ごとに性質別に表したものであります。説明は省略をさせていただきます。 

 １４ページをお開き願います。第６表、事業効果表の一般会計総括表でありますが、こ

の内訳として、次の１５ページから１８ページまで、主立った投資的事業につきまして款

別に区分をし、事業ごとに決算額、事業内容などを載せております。また、１９ページ及

び２０ページにつきましては特別会計分となっております。御覧をいただきまして、説明

は省略をさせていただきます。 

 ２１ページの第７表をお開き願います。歳入歳出の決算状況を目的別にグラフに表した

ものでありますが、左側の歳入の円グラフでは、歳入の約５割を地方交付税が占めている

状態にあります。また、右側の歳出総額では、扶助費が含まれる３款民生費と人件費であ

る１３款諸支出金がそれぞれ約２割を占めております。 

 ２２ページをお開き願います。第８表につきましては、町税の収入額をそれぞれ税目別

にグラフに表したもので、町民税が約５割、固定資産税が約４割を占め、次に町たばこ税

となっております。 

 次に、２３ページから２７ページまでの第９表、各会計（税・税外）収入状況調につき

ましては、監査委員からの審査意見がございましたので、説明は省略をさせていただきま

す。 

 ２８ページをお開き願います。第１０表、給与費決算調書でありますが、会計区分では

一般会計と各特別会計に、職員数では特別職と一般職に分け、給与費では報酬、給料、職

員手当等に分けたものであります。下の欄で前年度と比較しており、差引の一番右側、合

計欄では２，６３２万８，０００円の増となっております。 

 ２９ページを御覧願います。第１１表、債務負担行為の調でありますが、一般会計にお

きまして決算年度以前に議決をいただき、後年度で支出する内訳を記載しております。事

項別の内容は説明を省略させていただきますが、３１ページをお開き願います。こちらの

表の一番右下の欄にありますように、次年度以降に一般財源で支出を予定している額は２

億１，５４５万６，０００円となっております。 

 ３２ページをお開き願います。ページの左側、第１２表、地方債施設別現在高調であり

ますが、会計別に決算年度末の未償還元金の額を記載しております。一般会計につきまし

ては、ほとんどの施設で減少しており、羽幌港荷さばき地整備事業による港湾漁港施設や

総合体育館大規模改修による社会教育施設などが増加したものの一般会計総額では前年度

より４，０９３万７，０００円減少し、４年度末残高は６３億７９１万９，０００円とな

っております。また、特別会計を含めた対前年度増減額では２億７，５２２万２，０００

円減少しており、４年度末残高は８０億８，５９０万５，０００円となっております。 

 右側の第１３表のグラフは、一般会計における令和４年度までの地方債の借入れ状況と

地方債残高に係る元金の償還予定額の状況を令和７年度までグラフに表したものでありま

す。 
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 次の３３ページ、第１４表につきましては、一般会計の決算額を款別、節別に集計した

ものであります。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 ３４ページをお開き願います。第１５表、基金運用状況調でありますが、監査委員から

の審査意見がございましたので、説明は省略をさせていただきます。 

 次の３５ページ及び３６ページにつきましては、第１６表、繰越明許費事業調となって

おりますが、３５ページは令和３年度から繰り越した事業の決算状況であります。また、

３６ページは令和５年度に繰り越した事業の予算であります。御覧をいただきまして、説

明は省略をさせていただきます。 

 次の３７ページ、第１７表、事故繰越事業調につきましても、令和５年度に事故繰越し

した事業の予算であります。御覧をいただきまして、説明は省略させていただきます。 

 ３８ページをお開き願います。このページと次の３９ページ、第１８表、継続費精算報

告書でありますが、継続費を設定し、実施してきた事業が完了したことに伴う精算報告で

あります。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 ４０ページをお開き願います。第１９表、引上げ分の地方消費税交付金の使途について

でありますが、社会保障施策に充てることとされている引上げ分の地方消費税交付金の充

当状況であります。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 次の４１ページ、第２０表、目的税の使途についてでありますが、特定の経費に充てる

こととされている目的税の充当状況であります。本町につきましては、都市計画税と入湯

税がこれに該当いたします。御覧をいただきまして、説明は省略をさせていただきます。 

 以上で令和４年度決算資料の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご

承認いただきますようお願い申し上げます。 

〇小寺委員長 次に、上下水道課長から水道事業決算報告書の内容説明を求めます。 

 上下水道課長、棟方富輝君。 

〇棟方上下水道課長 それでは、令和４年度水道事業決算報告書の内容につきましてご説

明いたします。 

 １ページをお開き願います。決算報告書につきましては、予算額に対して執行の実績を

示す計算表で、金額にはそれぞれ消費税を含んでおります。まず、（１）の収益的収入及

び支出でございますが、収入では、第１款水道事業収益で予算額２億３，４９４万円に対

し、決算額は２億３，３２９万１，３６４円となっております。次に、支出では、第１款

水道事業費用の予算額２億２，９７０万１，０００円に対し、決算額は２億５７３万３，

９３２円で、不用額の２，３９６万７，０６８円は１項営業費用の修繕費の減、工事等の

入札執行残が主な要因でございます。 

 次に、２ページをお開き願います。（２）の資本的収入及び支出ですが、この収支は投

資的事業に係る費用と過去の設備投資に伴う企業債の元金償還が主なものであります。収

入では、補償工事に伴う補償金を予算計上しておりましたが、工事が行われなかったこと

から決算額はゼロ円となっております。支出では、第１款資本的支出の決算額は８，６５
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１万７，４６５円となっております。これに対し、収入がないため、この全額を減債積立

金及び損益勘定留保資金等により補填したところでございます。 

 次に、３ページをお開き願います。３ページから７ページは財務諸表で、公営企業会計

方式による決算区分に従い作成したものでございます。まず、損益計算書につきましては

税抜きにより全ての収益と費用を記載し、利益を明らかにしたもので、先ほど１ページで

説明しました収益的収支の税抜き額及び１５ページの事業収入、事業費に関する事項の内

容と一致するものであります。収益から費用を差し引いた２，４５１万２，２０８円が令

和４年度の純利益となっております。 

 次に、４ページをお開き願います。まず、上段の利益剰余金計算書ですが、表の上段左

端に記載しております資本金の自己資本金につきましては、前年度に未処分利益剰余金か

ら資本金へ組入れした５，７５８万１，６１１円を加え、８億３，５３５万４，１３７円

が当年度末残高となっております。その右側に記載しております剰余金の資本剰余金につ

きましては、増減はございません。次に、表の中央から右側に記載しております利益剰余

金のうち減債積立金につきましては、前年度の処分額２，７４２万２，８６１円を加え、

企業債元金償還分５，８５６万７，５６５円を未処分利益剰余金に振り替えた結果、当年

度末残高は４，３６７万９，２２３円となっております。次に、未処分利益剰余金につき

ましては、前年度の純利益を減債積立金に振り替え後、減債積立金からの組入れ及び当年

度純利益を加え、３億７，７３９万９，００２円が当年度の未処分利益剰余金となってお

ります。 

 次に、下段に記載しております剰余金処分計算書（案）につきましては、先ほどご説明

しました当年度の純利益２，４５１万２，２０８円を減債積立金に積立てし、企業債元金

償還に使用した５，８５６万７，５６５円を資本金へ組入れし、その結果、翌年度繰越利

益剰余金は２億９，４３１万９，２２９円でございます。 

 次に、５ページをお開き願います。５ページから７ページは貸借対照表となっておりま

す。資産の部では、固定資産の合計１７億６，７１２万８，８０５円に流動資産の合計２

億６，２６９万２５円を加え、資産の合計は２０億２，９８１万８，８３０円となってお

ります。 

 次に、６ページをお開き願います。負債の部では、固定負債の合計５億２，５９０万８，

５３１円と流動負債の合計７，９４３万５，５８８円及び繰延収益の合計１億３，１５７

万４，７２８円を加え、負債の合計は７億３，６９１万８，８４７円となっております。 

 次に、７ページをお開き願います。資本の部では、資本合計の１２億９，２８９万９，

９８３円と先ほど６ページで説明しました負債合計７億３，６９１万８，８４７円を加え

た２０億２，９８１万８，８３０円が負債資本の合計ですが、この額は先ほど説明しまし

た資産合計の額と一致するものでございます。 

 次に、８ページをお開き願います。８ページから１７ページは事業報告書でございます。

まず、８ページの概況ですが、給水状況としましては、前年度との比較で、給水戸数は３
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４件の減、給水人口は１８１人の減となっております。また、主な工事では、羽幌上水道

浄水場内補助継電器盤シーケンサ装置更新工事をはじめ量水器の取替え等を行い、総額は

６，４３４万７，８００円となっております。８ページの中段以降につきましては、財政

状況を記載しておりますが、これまでの説明と重複するため、説明を省略させていただき

ます。 

 次に、９ページをお開き願います。１０ページにかけまして、経営指標に関する事項と

なっております。今回の決算より主な経営指標について、過去５年間の推移と類似団体平

均との比較を記載しております。内容につきましてはそれぞれ指標の解説を載せておりま

すので、御覧をいただき、説明は省略いたします。 

 次に、１１ページをお開き願います。左側に議会での議決事項等、右側に職員に関する

事項を記載しております。内容につきましては御覧をいただきまして、説明は省略いたし

ます。 

 次に、１２ページをお開き願います。１３ページにかけまして建設改良工事等の概要と

しまして、工事等の名称、施工内容、工事費等を記載しております。内容につきましては

御覧をいただき、説明は省略いたします。 

 次に、１４ページに業務量、１５ページには事業収入、事業費、その他主要な事項につ

いて記載し、それぞれ前年度と比較しております。内容につきましては御覧をいただき、

説明は省略いたします。 

 次に、１６ページをお開き願います。企業債の概況ですが、政府資金及び機構資金を合

わせた前年度末の残高６億４，４０４万７，４２２円から当年度の償還額５，８５６万７，

５６５円を差し引き、当年度末の未償還残高は５億８，５４７万９，８５７円となってお

ります。 

 次に、１７ページをお開き願います。営業給水未収金調書としまして、科目ごとの使用

料に係る執行額や収入額のほか、未収金の額などを記載しております。企業会計では出納

整理期間がありませんが、収入率につきましては、おおむね９８％で推移しております。 

 次に、１８ページをお開き願います。以下は附属書類となりまして、キャッシュフロー

計算書でございます。表の右側の下段部分になりますが、資金は前年度末から６８６万５，

６７９円減少し、期末残高は２億５，３００万５５円となっております。これは、先ほど

説明しました５ページ、貸借対照表の現金預金の額と一致するものでございます。 

 次に、１９ページから２２ページに収益費用、２３ページに資本的収支、２４ページに

固定資産の明細をそれぞれ記載しております。内容につきましては、これまでの説明と重

複するため、説明は省略いたします。 

 次に、２５ページ、企業債明細書としまして償還状況や未償還残高、償還終期などを記

載しております。 

 ２６ページから２７ページは注記としまして棚卸資産の評価基準や評価方法、固定資産

の減価償却の方法などを記載しております。内容につきましては、御覧をいただき、説明
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は省略いたします。 

 以上で令和４年度水道事業会計決算の内容説明とさせていただきます。よろしくご審議

の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

〇小寺委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時０３分 

再開 午後 ３時１７分 

 

〇小寺委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより理事者側に対する質疑を行います。先ほど委員長就任挨拶でも申し上げました

が、質疑並びに答弁は簡潔に、また質疑については決算書に記載されている内容にとどめ、

その範囲から著しく逸脱することがないようにご協力お願いいたします。 

 認定第１号 令和４年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定について、これから質疑を行

います。 

 村田委員。 

〇村田委員 １点、歳入の一番最初の４ページに２０款諸収入の中に雑入がありまして、

ページ数で言うと４ページ、その雑入の中の収入未済額に３６万６，２１８円という数字

が出ているのですが、この部分の中身をまず教えていただきたいと思います。 

〇小寺委員長 財務課長、大平良治君。 

〇大平財務課長 お答えいたします。 

 先ほどちょっと説明させていただいた黄色い表紙のついているところの説明資料の２４

ページのほうを御覧いただきたいのですけれども、こちらのほうが主な税外収入の収入状

況のほうになっておりまして、こちらの一番下のところ、一番下の合計の１つ上、雑入と

いう部分で、うち学校給食費というふうになっております。こちらの部分が今村田委員お

っしゃられた金額とぶつかっていると思いますので、ものとしてはここの学校給食費の費

用という形になっております。 

〇小寺委員長 村田委員。 

〇村田委員 分かりました。この学校給食費の部分に関しては、令和４年度より公会計に

なったということで、中身的には理解はしておるのですが、どうしても公会計になっても

未収が出てくるということでいきますと、公会計になった以上収入としてカウントする上

でどういう形でかやっぱり回収をしなければならないということで、どういう形を取って

今やっているのかちょっとお聞きしたいと思います。 

〇小寺委員長 学校管理課、酒井峰高君。 

〇酒井学校管理課長 お答えいたします。 

 未収分につきましては、保護者のほうと連絡を取り合いまして計画的な支払いをお願い

しています。現在も少しずつではあるのですけれども、収入を得ておりますので、引き続
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き全額お支払いいただけるような形で随時連絡を取りながら対応はしているところでござ

いますので、そこは継続して行うということでご理解いただければと思います。 

〇小寺委員長 村田委員。 

〇村田委員 ぜひこれは、給食費が無償化になったらこういうことは起きないのかもしれ

ませんけれども、給食費の食材費として負担していただいている以上、やっぱり回収する

というのが当然の役目であると思います。 

 その中で１点ですが、公会計になる前の未収金もあるのですが、その部分に関してはど

ういう形で引き継いで、今誰がそれを担当してどうしているのかというのをちょっと知り

たいのですが、答弁願います。 

〇小寺委員長 学校管理課、酒井峰高君。 

〇酒井学校管理課長 お答えをいたします。 

 先ほどの財務課長からお話がありました説明書２４ページに雑入、学校給食費分という

ことで現と滞という２段の表示をしているのですけれども、この滞納分というのが私会計

時から引き継ぎました債権譲渡の分となります。当初５２万の未収あった分、約半分の２

５万３，３００円が収入得ておりますので、残りまだ２６万六千何がしの残金あるのです

けれども、これにつきましても令和４年度の収入と同じ形で保護者と連絡を取りながら、

ここも随時収入を得ておりますので、引き続き粘り強く対応はしていきたいと考えており

ます。 

〇小寺委員長 ３番、阿部和也君。 

〇阿部委員 ページ数でいきますと４８ページになります。商工観光費の中の観光費の負

担金補助及び交付金になるのかなとも思いますけれども、これまでもやってきていました、

昨年度もやっていました合宿誘致事業について昨年度、令和４年度の実績はどのようにな

っているのかお聞きしたいと思います。 

〇小寺委員長 商工観光課長、鈴木繁君。 

〇鈴木商工観光課長 お答えをいたします。 

 令和４年度につきましては、合宿実施が４団体、参加者数が９６名で２０８人泊で合計

の補助金額が３０万８，４７０円ということで実施をしております。 

〇小寺委員長 ３番、阿部和也君。 

〇阿部委員 令和４年については、４団体でかなりな人数が来られたのかなと。ましてや

昨年はコロナ禍というような感じで、まだまだコロナの状況も当時収まっていない中でい

ろいろな団体が来ていただいたのかなとも思っています。昨日の行政報告の中でも触れら

れていまして、今年に関しては高校と大学で１団体と、大学のバレーボール部で１校とい

うことなのですけれども、今後についてどうしていくのかなというような。といいますの

も、商工観光になるのかなとも思うのですけれども、なるのかどうかちょっと微妙なとこ

ろなのかなと自分も思っていて、ただ補助金の中身的には文化スポーツ振興事業補助金と

いうような感じになっていまして、こういった町外から高校の部活、今年に関してはラグ
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ビー部でしたし、大学生とか、以前だったら野球とか強豪校が来ることによって地元の子

供たちであったり、高校生等もそういった練習を一緒にやったり、見ることができてとい

うことで、かなりスポーツ振興とか、そういうところにもつながってくるのかなとも思い

ますけれども、現状去年、今年やっていく上で課題的な部分、今商工観光課がかなり人も

少ない中で大変だろうなと思いますけれども、その辺今後の課題、これまでの課題と今後

どのようにしていくのか、まずお聞きしたいなと思います。 

〇小寺委員長 商工観光課長、鈴木繁君。 

〇鈴木商工観光課長 まずなのですけれども、やはりコロナを経て宿泊施設のほうのキャ

パシティーが縮小しているという問題がまず１点ございます。それに伴いまして、先ほど

阿部委員おっしゃった高校の部活、基本的に一番メインは夏休み中になるかと思いますけ

れども、今年特にやはりコロナがこういう状況になって、様々なものが解禁されて、ちょ

うど夏休み時期に宿泊施設がほぼ町内全て満員というところで、実は合宿相談件数は１０

件、昨年ですけれども、今年も同じぐらいの件数あったのですけれども、宿泊施設が取れ

ないということでお断りしたというか、断念されたというケースがあります。まず、その

辺が一番の課題なのかなと。 

 あと、スポーツの部分ですけれども、そういうところがございまして、最近は昨年の４

件もそうですけれども、４月、９月、１２月、１月という、こういう時期に来られている

団体ございまして、今後も今年の部分もまだといいますか、現在引き合いがあるのが２件

ほどございますので、実績としては今年度も昨年度と同じぐらいに落ち着くかなというふ

うに見ていますけれども、課題としては我々の課の人数というよりも、やはり外的な要因

で宿泊施設のキャパシティーがなかなかというようなところが一番問題ではなかろうかな

というふうに現在は捉えてございます。 

〇小寺委員長 ３番、阿部和也君。 

〇阿部委員 宿泊の部分というのは、宿泊事業者さんにとってもどこを選択するかという

本当にいずいと言ったらあれですけれども、難しさはあると思いますが、やはり今課長か

らもありましたように、どちらかというと屋内でやるスポーツとかがメインになってしま

うのかな、今後来るような形になってしまうと、どうしても観光のハイシーズンというの

は避けて今後やっていくのかもしれないですけれども、どういった形でやればその来たい

人も受け入れる側もいいのかすごく難しいところなのですけれども、ぜひこういった事業

というのは、繰り返しになりますけれども、地元のスポーツの振興とか、そういった部分

にも少なからずつながってくる部分もありますので、そういった部分、今商工観光のほう

ですけれども、スポーツ振興とか、そういった部分で何か効果があるとか、そういった部

分があればまた、足りない部分はこういった感じでしていきたいとかいうのがあれば、も

しお答えできるようでしたら、お答えいただきたいと思います。 

〇小寺委員長 社会教育課長、飯作昌巳君。 

〇飯作社会教育課長 お答えをいたします。 
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 この合宿事業につきましては、補助を交付するという部分から、制度設計の部分からは

商工観光が所管ということで実施しているというふうに認識しております。なお、スポー

ツ分野からいきますと、阿部委員言われたように合宿に来る団体等が地元のその競技者に

対して一緒にやるですとか、指導ですとか、そういった何かしらの恩恵があればスポーツ

振興部分としてもありがたい話ですけれども、なかなか現状そういうところまでいかない

という状況がございますので、そこら辺これからどういうふうにやっていけるのかちょっ

と見極めていきたいなというふうに思っております。 

〇小寺委員長 工藤委員。 

〇工藤委員 一般会計の歳入歳出決算書の７ページ、商工費の部分で予算、それから支出

した額の差額、これが２，３５０万ほどになっております。ここに不用額として出ている

のですけれども、結構多い額なので、例えば大きなイベントが中止になったせいもあるの

かどうか、その辺ちょっと気になっております。この年のはぼろ甘エビまつりの補助事業

が４００万ということで予算では計上されておりましたけれども、このエビまつりがどの

ような形で行われて、幾らそこに使われたのか、あるいはどういうふうな形で行っている

のか、ちょっとその辺聞きたいと思います。 

〇小寺委員長 商工観光課長、鈴木繁君。 

〇鈴木商工観光課長 お答えをいたします。 

 工藤委員今おっしゃられましたエビまつりにつきましては中止されてございますので、

執行していないという状況になります。あとは、本当こういうふうに見ますと２，３００

万というのは金額大きいのですけれども、ほとんどが執行残ですとか、あと事業を中止し

た部分、それらが合計になって２，３００万何がしが不用額という状況になっております。 

〇小寺委員長 工藤委員。 

〇工藤委員 コロナということもあっての中止だったと思うのですけれども、僕今年のこ

のエビまつりが今までどおりに行われなかったということで認識しているのですけれども、

他町村では夏のイベントとして大々的にやっておりました。私も苫前町と初山別村のイベ

ント行って実際に見てきたのですけれども、自分の町の羽幌もこのようにして形を工夫し

てやればお客さんも来てお金も落としてくれるからいいなということで思っていたのです

けれども、この部分のエビまつりというものはちょっと難しいのだということは今年の予

算委員会、あるいはその前年の予算委員会でも言われていたのは分かっておりますけれど

も、これエビまつりだということでの開催でなくて、羽幌の夏に観光客を呼びたいのだ、

あるいは来ていただきたいのだということで町の活性化につなげていくのだという、そう

いう町としての姿勢はやはり保っていくべきだと思いますし、次年度以降どのような形で、

あるいはどのようなネーミングで羽幌町のためにやっていくのかということをどのように

考えているのか、町長からまず思いを聞かせてもらいたいと思います。 

〇小寺委員長 工藤委員にお伝えします。本委員会は決算委員会になりますので、令和４

年度の決算に絡む質疑になると思います。今後になると、もちろんつながる質疑にはなる
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と思うのですけれども、今後についてはまた次の一般質問とか、各委員会のほうで扱って

いただくということで、町長には令和４年の事業をちょっと踏まえていただいて回答をい

ただければと思うのですけれども、よろしいですか。 

 町長、森淳君。 

〇森町長 逢坂委員の一般質問の中でも答えましたけれども、おっしゃるとおりだと思っ

ていますので、決算としてはこれは恐らくイベントだけではなくて、もともと工藤委員か

つてから疑問視されていた例えば企業に関する予算つけていて、実際には来ないのでとい

うのいろいろあるのだと思います、この金額に関しては、２，３００万。おっしゃるとお

りだと思いますので、改めていわゆる今度、今委員長言ったように一般質問等であればき

ちっと準備してお答えしたいと思います。ただ、おっしゃることは十分理解しているとい

うことでお聞きいただければありがたいと思います。 

〇小寺委員長 ほかにございませんか。なさそうですか。それでは、質疑本当にないよう

ですか。本当にいいのですか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。ありますか、討論。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第１号について採決します。 

 本案は、原案どおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第１号 令和４年度羽幌町一般会計歳入歳出決算認定については原案

のとおり認定されました。 

 認定第２号 令和４年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、

これから質疑を行います。質疑はございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第２号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第２号 令和４年度羽幌町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認
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定については原案のとおり認定されました。 

 認定第３号 令和４年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、こ

れから質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第３号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第３号 令和４年度羽幌町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

については原案のとおり認定されました。 

 認定第４号 令和４年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第４号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第４号 令和４年度羽幌町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第５号 令和４年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、これか

ら質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第５号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第５号 令和４年度羽幌町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いては原案のとおり認定されました。 

 認定第６号 令和４年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第６号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第６号 令和４年度羽幌町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第７号 令和４年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定について、これ

から質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第７号について採決します。 

 本案は、原案のとおり認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第７号 令和４年度羽幌町港湾上屋事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついては原案のとおり認定されました。 

 認定第８号 令和４年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定について、これから

質疑を行います。 

 金木委員。 

〇金木委員 水道事業の決算書の真ん中以降、中間以降の８ページです。事業報告書の中

の８ページということになりますが、令和４年度の最終的には純利益が２，４５１万円と

なったと。その後に建設改良費や償還金などの支出で、ほかの基金等で補填したというこ
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とになっておりますが、昨日の一般質問でも水道料金に関わった質問がありまして、その

中で現状では水道料金は値下げするのはもうそういう段階ではなくて、今後は値上げをす

るような事態も発生し得るのだというような、そんな答弁があったと思うのです。今回の

純利益をずっと上回るいろんな支出もありますので、損益勘定留保資金、もう一つの減債

積立金、この金額というのは、これどこかに出ているのかどうか、現状どのぐらいあるの

か、ここ数年の三、四年ぐらいの傾向を見てみると、単年度でいえば純利益は出ていたと

思うのです、３，０００万円前後の。その純利益が出ている傾向がこの後続いたとして、

そしていろんな修理費とか、更新する費用とかもこの後かかったとして、現在のこの留保

資金や積立金の中で賄うとすればどのぐらいの猶予があるのかというか、その辺の見通し

です。つまりは、いつ頃値上げの検討とかが始まるのかなというところが今の段階で予想

がつくのかどうか、その辺は併せてお聞きしたいと思います。 

〇小寺委員長 暫時休憩します。 

 

休憩 午後 ３時４３分 

再開 午後 ３時４６分 

 

〇小寺委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 上下水道課長、棟方富輝君。 

〇棟方上下水道課長 お答えいたします。 

 先ほど委員おっしゃられました数字的な部分につきましては、決算報告書の４ページ、

そこのところで剰余金の関係ですとかが数字記載されております。今後の値上げの関係で

すとかにつきましては、具体的な設備の更新計画とか、そういうものが今細かいものない

状況でありまして、あと昨日の一般質問の答弁の中でもありましたようにいろいろな経費

が高騰しているとか、そういうこともございまして、具体的にいつ頃ということは今この

場で答弁はできないような状況でありますので、ご理解願いたいと思います。 

〇小寺委員長 金木委員。 

〇金木委員 分かりました。私もまだまだ今さら聞くのかというようなこともあるのかも

しれませんが、今後、ではどうしていくのだというのは決算の話とはちょっと離れるかも

しれませんので、また機会を改めまして聞いてみるということにしますけれども、十何年

か前の値上げのときのことも思い出すのですが、我々議会はその時々担当課から説明を受

けたり、あるいは所管する常任委員会のテーマになったりということでかなり詳しくは水

道の状況が分かっていても、いざ値上げをするとなるとやっぱり一般町民の方は、えっ、

何で値上げなのだということになると思うのです。そういったことがやっぱり広く理解さ

れた上での値上げするならするということ、提案するなら提案するということにしていく

べきだと思いますので、その検討を始める段階、あるいはどのように町民の皆さんに理解

してもらうかということも十分に考慮しながらの今後の対応、検討の仕方というものを考
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えてもらいたいなということを取りあえず今日のところはお願いをして終わります。 

〇小寺委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 これで討論を終わります。 

 これから認定第８号について採決します。 

 本件は、原案のとおり可決及び認定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇小寺委員長 異議なしと認めます。 

 したがって、認定第８号 令和４年度羽幌町水道事業剰余金の処分及び決算認定につい

ては原案のとおり可決及び認定されました。 

 以上で各会計決算認定については、それぞれ可決及び認定することに決定しました。再

開する本会議において報告することといたします。 

 

    ◎町長挨拶 

〇小寺委員長 次に、森町長から挨拶の申出がありますので、これを許します。 

 町長、森淳君。 

〇森町長 令和４年度各会計決算認定に際しまして、長時間にわたり慎重なご審議をいた

だき、ありがとうございました。原油価格、物価高騰等により経済的に厳しい情勢が続く

中で、情勢の変化を的確に捉えながら、経済の活性化や多様化する住民ニーズに的確に対

応できるよう町政運営を心がけなければなりません。次年度の予算編成に向かっていくに

当たり、いただいたご意見を参酌し、効率的かつ効果的な取組を進めてまいりたいと考え

ております。 

 各会計決算につきまして、ご承認いただきましたことにお礼を申し上げまして挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

    ◎委員長挨拶 

〇小寺委員長 それでは、委員長退任に当たり、一言お礼のご挨拶を申し上げます。 

 委員の皆様には今回は質疑はそれほど多くはなかったですが、審査をしていただき、誠

にありがとうございました。また、理事者並びに職員の皆様にも、本日の資料の作成並び

に質疑では丁寧なご答弁や説明、また円滑な運営にもご協力いただきましたことを深くお

礼申し上げます。委員の皆様には今回の決算審議で終わるのではなく、半年後の新年度予

算にどのように反映されたかをしっかりとチェックし、町民の声を形にするべく今後の議

員活動に生かしていただきたく思います。また、理事者側の皆様には、ぜひとも新年度の
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予算編成や行政執行に生かされる努力をお願いいたします。 

 皆様のご理解とご協力により、決算委員会の議案審議を終了することができました。心

よりお礼を申し上げ、退任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

（閉会 午後 ３時５２分） 


